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Ｇ２０バリ首脳宣言 

 

２０２２年１１月１５日－１６日、インドネシア・バリ 

 

1. １４年前、Ｇ２０の首脳は、我々の世代における最も深刻な金融危機に直面する中、初めて会合

を行った。我々は、規模の大きなグローバルな経済主体として、共同で責任を負っていること、

並びに、我々の協力が世界経済の回復に必要であり、グローバルな課題に取り組み、強固で、持

続可能で、バランスのとれた、かつ包摂的な成長の基礎を築くために必要であることを認識した。

我々は、Ｇ２０を国際経済協力に関するプレミア・フォーラムと位置付け、本日、我々は、深刻

な世界経済の課題に再び対処するに当たり協力するという我々のコミットメントを再確認する。 

 

2. 我々は、２０２２年１１月１５日及び１６日、他に類を見ない多元的危機の中、バリ島で会合を

行った。我々は、経済の低迷を招き、貧困を増加させ、世界経済の回復を遅らせ、持続可能な開

発目標（ＳＤＧｓ）の達成を妨げた、新型コロナウイルスのパンデミック及び気候変動を含むそ

の他の課題によりもたらされた惨状を経験してきた。 

 

3. 今年、我々は、ウクライナにおける戦争が世界経済に更なる悪影響を与えていることも目の当た

りにした。この問題に関して議論が行われた。我々は、３月２日の国連総会決議ＥＳ―１１／１

（１４１か国が賛成、５か国が反対、３５か国が棄権、１２か国が欠席）においてロシアのウク

ライナ侵略を最も強い言葉で遺憾とし、同国のウクライナ領土からの完全かつ無条件での撤退を

要求している国連総会や、国連安全保障理事会を含む他のフォーラムで表明してきた自国の立場

を改めて表明した。ほとんどのＧ２０メンバーは、ウクライナにおける戦争を強く非難し、この

戦争が計り知れない人的被害をもたらし、また、成長の抑制、インフレの増大、サプライチェー

ンの混乱、エネルギー及び食料不安の増大、金融安定性に対するリスクの上昇といった世界経済

における既存の脆弱性を悪化させていることを強調した。この状況及び制裁について、他の見解

及び異なる評価があった。Ｇ２０が安全保障問題を解決するためのフォーラムではないことを認

識しつつ、我々は、安全保障問題が世界経済に重大な影響を与え得ることを認識する。 

 

4. 平和と安定を守る国際法と多国間システムを堅持することが不可欠である。これには、国際連合

憲章に謳われている全ての目的及び原則を擁護し、武力紛争における市民及びインフラの保護を

含む国際人道法を遵守することが含まれる。核兵器の使用又はその威嚇は許されない。紛争の平

和的解決、危機に対処する取組、外交・対話が極めて重要である。今日の時代は戦争の時代であ

ってはならない。 

 

5. 今日の世界経済における重要な局面において、共通の課題に対処するために、Ｇ２０が、国際的

なマクロ政策での協力及び具体的な協働も含め、利用可能な全ての政策手段を用いつつ、具体的

で、正確で、迅速かつ必要な行動をとることが不可欠である。その際、我々は、開発途上国、特

に後発開発途上国及び小島嶼開発途上国がこうした地球規模の課題に対応しＳＤＧｓを達成す
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るに当たり、そうした国々へ支援を行うことにコミットしている。Ｇ２０議長国インドネシアの

「共に回復し、より強く回復する」というテーマに沿って、我々は、強固で包摂的かつ強靱な世

界経済の回復、並びに雇用と成長をもたらす持続可能な開発のためのアジェンダを推進するため、

協調行動をとる。 

 

以上のことを踏まえ、我々は： 

- マクロ経済政策対応及び協力において引き続き機動的かつ柔軟である。我々は、長期的な成長、

持続可能かつ包摂的、グリーンで公正な移行を支援するため、公共投資及び構造改革を行い、

民間投資を促進し、多角的貿易及びグローバル・サプライチェーンの強靱性を強化する。我々

は、長期的な財政の持続可能性を確保する。Ｇ２０の中央銀行は、物価の安定を達成すること

にコミットしている。 

- 金融の強靱性を強化し、持続可能な金融と資本フローを促進するために世界金融危機以来とら

れた措置に留意しつつ、マクロ経済及び金融の安定を守るとともに、下方リスクを軽減するた

めにあらゆる利用可能な手段を用いることにコミットしている。 

- 食料及びエネルギー安全保障を促進し、市場の安定を支援するための行動をとる。価格上昇の

影響を緩和するために一時的なかつ的を絞った支援を提供し、生産者と消費者の間の対話を強

化し、長期的な食料及びエネルギー安全保障上のニーズ及び強靱で持続可能な食料・肥料・エ

ネルギーシステムのための貿易及び投資を増加させる。 

- ＳＤＧｓの達成を支援するため、民間投資の促進を含め、より多様な革新的資金源及び手段を

通じ、低・中所得国及びその他の開発途上国への更なる投資を引き出す。我々は、多国間開発

金融機関（ＭＤＢｓ）に対し、持続可能な開発及びインフラ投資によるものを含むＳＤＧｓの

達成を支援し、グローバルな課題に対応するため、そのマンデートの範囲内で追加の資金を動

員し提供するための行動を前進させることを求める。 

- ＳＤＧｓの達成を加速させ、持続可能な開発を通じた万人の繁栄を達成することに改めてコミ

ットする。 

 

6. 我々は、現在の紛争及び緊張によって悪化した世界の食料安全保障上の課題について深く懸念し

ている。したがって、我々は、とりわけ途上国の脆弱性に対処するため、命を救い、飢餓と栄養

不良を防ぐための緊急の行動をとることにコミットするとともに、持続可能で強靱な農業・食料

システム及びサプライチェーンに向けた変革を加速するよう求める。我々は、世界的な食料危機

に対処するために利用可能なあらゆる手段を用いて、最も脆弱な人々を飢餓から守ることにコミ

ットする。我々は、食料品及び肥料の世界的な価格高騰及び不足を含む食料安全保障上の課題に

対処するため、更なる協調行動をとる。我々は、国際農業・食料安全保障プログラム等のＧ２０

の取組を想起し、食料安全保障を支援するための国際的な、地域的な又は各国のイニシアティブ

を歓迎する。我々は、特に、国連事務総長による食料・エネルギー・金融に関する国連グローバ

ル危機対応グループ並びに世界銀行及びＩＭＦの食料安全保障に係る対応の進捗に留意する。

我々は、Ｇ２０マテーラ宣言を基礎とし、持続可能な形で食料を生産し流通させ、食料システム

が気候変動への適応及び緩和並びに生物多様性の喪失防止・回復に一層貢献することを確保し、
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食料源を多様化し、全ての人のために栄養ある食料を奨励し、国際的、地域的及びローカルな食

料バリューチェーンを強化し、並びにフードロス及び食料廃棄を削減する取組を促進するために

協力することの重要性を強調する。また、我々は、ワンヘルス・アプローチを実施し、食品科学

技術の研究を強化し、また、食料サプライチェーン上の関連するステークホルダー、特に女性、

若者、小規模・零細農水産業者の能力を向上させる。 

 

7.  我々は、困難な状況下で食料サプライチェーンの機能を維持するための国際的な取組を支持す

る。我々は、特に開発途上国及び後発開発途上国において支援を必要としている人々のため、食

料及び食品についてアクセス、手頃さ及び持続可能性を確保することにより、食料不安に対処す

ることにコミットしている。我々は、開かれ、透明性があり、包摂的、予見可能かつ無差別的で、

ＷＴＯルールに準拠した、ルールに基づく農業貿易に対する支持を改めて表明する。我々は、市

場の予見可能性を高め、歪みを最小化し、ビジネスの信頼を高め、農業及び食料の貿易が円滑に

進むようにすることの重要性を強調する。我々は、世界の農業・食料品の貿易のルールを更新し、

農産品及び食品の貿易を促進する必要性並びに関連するＷＴＯの規定と整合的ではない態様で

の食料及び肥料に係る輸出禁止又は輸出制限を課さないことの重要性を再確認する。我々は、食

料貿易のサプライチェーンの混乱に対して最も脆弱な人々を支援するため、食料及び肥料につい

て、地元の食料源を基礎とするものを一部含む持続的な供給並びに生産の多様化にコミットして

いる。我々は、意図的に食料安全保障に悪影響を与えることを回避する。我々は、緊急事態にお

ける食料へのアクセスを確保するための人道的な供給を促進することにコミットするとともに、

利用可能な資金を有する国連加盟国及び全てのステークホルダーに対し、食料危機によって最も

影響を受けた国々の政府の要請に応じ、また、これらの政府により評価されたニーズに基づき、

そうした国々を支援するために現物供与及び資金の提供を行うよう求める。我々は、人道的な活

動については制裁対象としないことを引き続き支持するとともに、国連における現在の取組を通

じたものを含め、全ての国がこの目的を支持することを求める。我々は、世界の食料安全保障と

栄養の状態を引き続き注意深くモニタリングする。 

 

8. 我々は、緊張を緩和し、世界的な食料不安及び途上国における飢餓を防ぐための、ウクライナ及

びロシア連邦からの穀物、食料品及び肥料/投入物の妨害されない輸送に関する、「ウクライナの

港からの穀物及び食料品の安全な輸送に関するイニシアティブ（黒海穀物イニシアティブ）」並

びに世界市場へのロシア産の食品及び肥料の供給促進に関するロシア連邦と国連事務局の間の

了解覚書から成る、トルコ及び国連の仲介によって２０２２年７月２２日に署名された２つのイ

スタンブール合意を歓迎する。我々は、全ての関連するステークホルダーによるこれらの合意の

完全、適時かつ継続的な実施の重要性及び当事者によるこれらの取組の継続を求める国連事務総

長の呼びかけを強調する。この文脈で、我々は、ＥＵの「連帯レーン」、国連世界食糧計画（Ｗ

ＦＰ）によって促進されたロシアの肥料の寄付等、農産・食料品の流れを確保する他の取組を強

調する。更に、我々は、アラブ調整グループのイニシアティブのような食料不安に対処する様々

なイニシアティブに留意する。 
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9. 我々は、自然と調和した形で生産性及び持続可能性を促進するため、また食料サプライチェーン

の効率性と平等なアクセスを向上させることにより、とりわけ小規模な農水産業者の生計を改善

し所得を向上させるため、農業及び食料システムにおけるデジタルイノベーションを含む革新的

なプラクティスと技術の導入を支援することにコミットしている。我々は、農業研究及び科学並

びに証拠に基づくアプローチへの責任ある投資を促進する。我々は、信頼できる適時のデータと

情報の共有を通じて、食料及び肥料/投入物市場の透明性を高め、市場の不確実性を低減し、食

料安全保障と栄養のための協調した形での政策対応を支援する、早期警戒ツールとして農業市場

情報システム（ＡＭＩＳ）を引き続き強化する。 

 

10. 我々は、食糧農業機関（ＦＡＯ）と世界銀行グループに対し、食料不安に関するマッピング演習

の結果を共有するよう求める。同演習は、今後、技術専門家や他の関連国際機関からのインプッ

トと統合され、食料安全保障への対応に関する体系的分析を提供する。これは、世界的な対応に

おける主要なギャップを特定し、食料と栄養に関する変数及び資金について検証し、肥料の需要

及び供給について検証し、Ｇ２０農業市場情報システム（ＡＭＩＳ）を強化し、また、更なる技

術的・体系的分析を必要とする中期的課題の特定を行う。ＦＡＯと世界銀行グループは２０２３

年の春会合までに報告する。 

 

11. 我々は、気候とエネルギーの危機が地政学的な課題により更に悪化している時に会合を行った。

我々は、エネルギー価格と市場の変動、また、エネルギー供給の不足／途絶を経験している。我々

は、クリーンで、持続可能で、公正かつ負担可能で、包摂的なエネルギーへの移行と持続可能な

投資の流れを加速し確実なものとすることにより、エネルギーシステムを迅速に変革・多様化さ

せ、エネルギー安全保障、強靱性及び市場の安定性を強化する緊急性を強調する。我々は、世界

のエネルギー需要に見合った負担可能なエネルギー供給を確保することとの重要性を強調する。

我々は、最新の科学的発展と各国の異なる事情を考慮しつつ、今世紀半ば頃までに、世界全体で

温室効果ガス排出量のネット・ゼロ又はカーボンニュートラルを達成するとの我々のコミットメ

ントを改めて表明する。我々は、途上国、特に最も脆弱な国々に対し、エネルギー分野における

負担可能で信頼性が高く持続可能かつ近代的なエネルギーへのアクセス、能力構築、公的領域に

おける負担可能な最新技術及び互恵的な技術協力の提供並びに緩和行動への資金提供の観点か

ら、継続的な支援を行うことを求める。  

 

12. 我々は、ＳＤＧｓの目標７（ＳＤＧ７）の目標達成へのコミットメントを再確認し、エネルギー

アクセスにおけるギャップを解消し、エネルギー貧困を根絶すべく努める。我々の指導的役割を

認識し、「バリ・コンパクト」及び「バリ・エネルギー移行ロードマップ」の下、我々は、エネル

ギー市場の安定性、透明性及び負担可能性を達成するための解決策を見いだすことにコミットし

ている。我々は、エネルギーのサプライチェーンとエネルギー安全保障を強化し、エネルギーミ

ックス及びエネルギーシステムを多様化することによって、エネルギー移行を加速するとともに、

我々の気候変動に係る目的を達成する。我々は、各国の事情を考慮しつつ、再生可能エネルギー

資源を含むゼロ排出及び低排出電力の導入並びにエネルギー効率、排出削減対策技術及び除去技
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術を強化するための措置を迅速に拡大する。我々は、各国の事情に沿って、また、公正な移行に

向けた支援の必要性を認識しつつ、再生可能エネルギーを含むクリーン電力の導入の急速な拡大

及び排出削減対策の講じられていない石炭火力発電の逓減（フェーズダウン）に向けた努力の加

速を含む省エネルギー措置の急速な拡大によるものを含む技術の開発、導入、普及及び政策の採

用を加速することが重要であると認識している。我々は、２００９年にピッツバーグで行われた、

無駄な消費を助長する非効率な化石燃料補助金を、中期的かつ段階的に廃止・合理化するという

コミットメントを実施するための努力を向上させ、最貧層や最も脆弱な人々に的を絞った支援を

提供しつつ、この目標を達成することにコミットする。我々は、地域的なエネルギーの相互連結

の整備を含め、エネルギー価格の変動を抑制し、クリーンで安全で包摂的かつ持続可能な技術を

強化することにより、エネルギーの負担可能性及びアクセスを確保するための国際協力及び関係

する生産者・消費者間の対話を強化する。我々は、最貧国及び最脆弱国に的を絞った支援を提供

しつつ、持続可能なインフラ及び産業並びに革新的技術への投資を促進すること、また、適当な

場合における、カーボンプライシング及びかかるプライシングによらないメカニズム並びにイン

センティブの活用を含む、クリーンエネルギーへの移行を支えるための幅広い財政・市場・規制

メカニズムを促進することにコミットしている。  

 

13. 我々は、我々の主導的な役割に留意し、国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）の目的を追求す

るに当たり、衡平並びに各国の異なる事情に照らした共通に有しているが差異のある責任及び各

国の能力に関する原則を反映した形で、パリ協定及びその気温目標の完全かつ効果的な実施を強

化することによって気候変動に取り組むという我々の確固たるコミットメントを再確認する。

我々は、必要に応じてパリ協定に整合させるために、我々の国が決定する貢献（ＮＤＣ）におけ

る２０３０年目標を再検討し、強化するよう求めることを含む、グラスゴー気候合意及び国連気

候変動枠組条約第２６回締約国会議（ＣＯＰ２６）を始めとするこれまでのＣＯＰ及びパリ協定

締約国会合（ＣＭＡ）の関連する成果の実施において我々の役割を十分に果たす。これに関して、

我々は、新たな又は更新されたＮＤＣによる気候変動への行動の強化を歓迎し、締約国に対し、

緩和と適応の野心と実施手段を拡大するとともに、アフリカで開催されているＣＯＰ２７におい

て損失及び損害（ロス＆ダメージ）について進展させることを奨励する。我々は、気候変動の影

響は、摂氏１．５度の気温上昇の方が、摂氏２度の気温上昇に比べてはるかに小さいという気候

変動に関する政府間パネル（ＩＰＣＣ）の評価に留意し、気温の上昇を摂氏１．５度に制限する

ための努力を追求することを決意する。このためには、異なるアプローチを考慮しつつ、長期の

野心と短期及び中期的な目標とを整合させる明確な国家の方針 の策定を通じて、また、持続可

能な開発の文脈で、重要な要素としての資金及び技術を含む国際協力・支援や持続可能で責任あ

る消費及び生産を通じて、全ての国による有意義で効果的な行動及びコミットメントが必要であ

る。 

 

14. 我々は、ポスト２０２０生物多様性枠組（ＧＢＦ）の実現に向けたこれまでの進展を歓迎する。

我々は、２０３０年までに生物多様性の喪失を防ぎ回復させるための行動と説明責任の強力な枠

組として、第１５回生物多様性条約締約国会議（ＣＯＰ１５）第２部における「自然との共生」 
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という２０５０年ビジョンの実現の観点から、ＧＢＦを妥結させ、採択することを全ての締約国

及び国に求めるとともに、適当な場合には、生物多様性国家戦略及び行動計画 をそれに合わせ

て更新することを求める。我々は、３つのリオ条約の目的を達成し、相乗効果を発揮することの

重要性を強調する。我々は、生物多様性に関する明確かつ測定可能な目標と、実施及び説明責任

を果たす手段の必要性を強調する。我々は、２０３０年までに生物多様性の喪失を抑え回復させ

るための行動を強化することにコミットし、生物多様性条約（ＣＢＤ）締約国に対し、モントリ

オールにおけるＣＯＰ１５において、野心的で、バランスのとれた、実践的で、効果的で、強固

で、変革的な「ポスト２０２０生物多様性枠組」を採択することを求める。我々は、交渉が行わ

れれば、途上国締約国による実施を可能とすることを助け、支援することを含む、ＧＢＦの実施

のため新たな追加的資源を動員すべく、国及び組織からを含むあらゆる資金源からの資源動員の

強化を求め、また、民間及び公的資金の流れを生物多様性の目的に整合させることを求める。我々

は、自主的に２０４０年までに土地の劣化 を５０％削減するというＧ２０の野心を支え、２０

３０年までに土地の劣化の中立性を達成するため、生物多様性の喪失 、森林減少 、砂漠化、土

地劣化及び干ばつと闘い、劣化した土地を回復する取組を拡大する。我々は、２０３０年までに

少なくとも世界の陸地の３０％及び海洋の３０％を保全又は保護することを確保するために多

くの国々が行っている取組を認識し、各国の状況に応じて、この目的に向けて前進することを支

援する。我々は、持続不可能な消費と生産のパターンを変えることにより環境への影響を削減し、

また、国境を越える廃棄物の不法取引を防止することを含め、環境上適正な廃棄物の処理を強化

することにコミットする。 

 

15. 我々は、自然を活用した解決策及び生態系に活用したアプローチを通じたものを含め、生物多様

性の喪失を防ぎ回復させ、気候変動の緩和及び適応を支援し、環境の保全及び保護、持続可能な

利用及び回復、並びに自然災害への対応を強化し、生態系の劣化を軽減し、生態系サービスを強

化し、また、海洋及び沿岸環境に影響を及ぼす問題に対処するための取組を強化する。我々は、

持続可能性を高めるために、持続可能な開発及び生活様式、資源効率性並びに循環経済を更に促

進するとともに、特に海洋を基盤とした気候変動への行動を進めるため、科学的知識の共有、問

題意識の喚起並びに能力構築支援に関して協働する。我々は、違法・無報告・無規制（ＩＵＵ）

漁業を終わらせることにコミットしている。我々は、漁業補助金に関するＷＴＯの多国間協定を

歓迎し、その迅速な発効を奨励する。我々は、国連環境総会決議５／１４に沿って、海洋環境等

におけるプラスチック汚染に関する法的拘束力のある国際文書の策定にコミットしており、２０

２４年末までに作業を完了するとの野心を持っている。我々は、これまでの進捗を強調しつつ、

国連総会決議６９／２９２で求められたように、参加代表団に対し、国家管轄権外区域の海洋生

物多様性の保全及び持続可能な利用に関する国連海洋法条約（ＵＮＣＬＯＳ）の下での法的拘束

力を有する国際文書について、野心的かつバランスのとれた合意を遅滞なく達成することを求め

る。我々はまた、森林、海草、サンゴ礁、泥炭地やマングローブを含むあらゆる多様性を持つ湿

地生態系を含む生態系が気候変動の緩和と適応の取組を支えていることを認識する。  
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16. 我々は、気候変動、生物多様性の喪失及び環境の悪化に対処するため、途上国への支援の大幅な

増加を含め、政策を強化するとともに、予測可能で適切かつ適時にあらゆる資金源から資金を動

員する緊急の必要性を認識する。我々は、意味のある緩和行動及び実施の透明性の文脈において、

先進国が２０２０年までに緊急に、また２０２５年まで年間１，０００億米ドルを共同で動員す

るという目標を実現するとのコミットメントを想起するとともに、同コミットメントを果たすこ

とを更に求める。我々はまた、ＵＮＦＣＣＣの目的の達成及びパリ協定の実施に資する、途上国

を支援するための年間１，０００億米ドルを下限とした、野心的な新たな共同の気候資金の量的

目標についての継続的な審議を支持する。我々は、プレッジの実施における透明性の重要性を強

調する。我々はまた、パリ協定第９条を想起しつつ、規模拡大した資金源の供与において緩和と

適応との間の均衡を達成する文脈において、開発途上締約国に対する適応のための気候資金の供

与を２０２５年までに２０１９年の水準から少なくとも２倍にすることを先進国に求めている

グラスゴー気候合意を想起する。 

 

17. 国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）とパリ協定の目標達成のための世界的な取組の強化と、

ＣＯＰ２６におけるコミットメントの遂行という文脈において、カーボンニュートラルとネッ

ト・ゼロに向けた我々の政策の組み合わせは、炭素に価格付けを行う仕組みや非価格的な仕組み、

インセンティブの使用を適切に含めた、あらゆる種類の財政、市場、規制メカニズムを含むべき

であり、中期的に、無駄な消費を助長する非効率な化石燃料補助金の段階的廃止及び合理化を図

り、各国の状況に沿い、最も貧しく脆弱な層に的を絞った支援を提供しつつ、この目標にコミッ

トするべきであることを、我々は再確認する。我々は、気候変動から生じるマクロ経済リスクを

認識し、異なる移行の費用と便益についての議論を続ける。 

 

18. 我々は、ＵＮＦＣＣＣ、パリ協定及び生物多様性条約に沿った「持続可能な開発のための２０３

０アジェンダ」の目的を達成するため、秩序ある、公正で、かつ、負担可能な移行を支援するた

めの行動をとることにコミットしている。我々は、自発的で柔軟性のある「Ｇ２０サステナブル・

ファイナンス・ロードマップ」の優先事項への対応についての、Ｇ２０、国際機関、その他の国

際的なネットワーク及びイニシアティブ、及び民間部門にわたる進展を歓迎するとともに、サス

テナブル・ファイナンスを拡大するロードマップで推奨された行動を推進するための更なる取組

を求める。我々は、ロードマップにおける進行中及び今後の進捗を示すためのサステナブル・フ

ァイナンス作業部会によるオンラインのダッシュボード及び関連作業の保存場所の設置を歓迎

し、各国の事情を考慮しつつ、メンバーによる自主的な貢献を奨励する。我々は、トランジショ

ン・ファイナンスの枠組の開発、金融機関のネットゼロコミットメントの信頼性の向上、並びに

アクセス可能性及び負担可能性の向上に焦点を当てたサステナブル・ファイナンス手段の拡大に

おける各法域や関連するステークホルダーのための実務的で自発的な勧告を示す「Ｇ２０サステ

ナブル・ファイナンス報告書」を支持する。我々はまた、移行を支援するための資金調達及び投

資を奨励する政策手段に関する議長国フォーラムにおける価値ある議論を歓迎する。 
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19. 我々は、ＳＤＧｓの下でのユニバーサル・ヘルス・カバレッジの達成及び維持に向けて、健康的

で持続可能な回復を促進することにコミットしている。新型コロナウイルスのパンデミックがま

だ収束していない一方で、世界保健機関（ＷＨＯ）は、最近、サル痘についても国際的に懸念さ

れる公衆衛生上の緊急事態（ＰＨＥＩＣ）を宣言した。これは、国際保健上の脅威が常に存在し、

我々の共同の予防、備え及び対応の能力を改善するために、Ｇ２０及びより広い国際社会が団結

しなければならないことを強く認識させるものである。我々は、人々を備えの中心に位置づけ、

彼らが効果的に対応できるように備えさせることによって各国の保健システムを強化すること

の重要性を再確認する。我々は、パンデミックに対する医学的対策への公平なアクセスの必要性

を強調し、ＡＣＴアクセラレータの取組を歓迎し、ＡＣＴアクセラレータの外部評価の結果が将

来の議論にとって有用な教訓となり得ることに留意する。我々は、ＷＨＯの主導的かつ調整的な

役割とその他の国際機関からの支援の下、グローバル・ヘルス・ガバナンスを強化するという我々

のコミットメントを再確認する。我々は、決定がＷＨＯ総会によってなされることに留意しつつ、

パンデミックに対するＰＰＲ（予防・備え・対応）を強化するための、法的拘束力のある要素と

法的拘束力のない要素の双方を含む法的拘束力のある文書の起案及び交渉を行う政府間交渉会

議、並びに、国際保健規則（２００５）の改正を検討する国際保健規則に関する作業部会の活動

を支持する。 

 

20. Ｇ２０ハイレベル独立パネル並びに、ＷＨＯ及び世界銀行は、年間約１００億ドルのパンデミッ

クＰＰＲ資金ギャップが存在すると推定した。Ｇ２０サウジアラビア議長下、イタリア議長下に

おいて始まり、インドネシア議長が継続したように、我々は、)ＩＨＲ（２００５）遂行におけ

る重大なギャップへの資金供給と、ＰＰＲ能力を向上させるための追加財源の提供を歓迎する。

この点に関し、我々は、世界銀行が主管するパンデミックＰＰＲのための新たな金融仲介基金（パ

ンデミック基金）の設立を歓迎する。パンデミック基金は、パンデミックＰＰＲの重大なギャッ

プに対処し、国、地域、グローバルレベルでの能力を構築し、パンデミックＰＰＲのための資金

源に付加価値をもたらし、補完的投資を推進し、パンデミックＰＰＲの強化に向けた協調的で一

貫したアプローチを促進することを目的としている。我々は、パンデミック基金の包摂的なメン

バー構成及び低・中所得国、市民社会組織、ドナーからの参加を歓迎し、グローバル・ヘルス・

アーキテクチャーにおけるＷＨＯの指導的役割を反映する、この努力におけるＷＨＯの技術的専

門性と調整面での中心的な役割を認識する。我々は、技術面におけるリーダーであり技術諮問委

員会の議長を務めるＷＨＯと共に、世界銀行が主管する事務局の活動に感謝する。我々は、パン

デミック基金の初回案件の募集が可能な限り早期に開始されることを期待する。我々は、パンデ

ミック基金を通じて、途上国のパンデミックＰＰＲの能力を向上させることにコミットし、パン

デミック基金がその統治文書に従って運営され、ＰＰＲの重要なギャップを埋めるのに効果的で

あること、また、同基金が引き続きＷＨＯのための調整に関する中心的な役割を果たし、Ｇ２０

との強いつながりを維持し、意思決定において低・中所得国及び非Ｇ２０パートナーの視点に包

摂的であることを確保すべく、学んだ教訓を引き出し、必要な変更を取り入れるために、最初の

年の最後におけるストックテークのためのパンデミック基金の見直しを期待する。我々は、現在

のドナーによる１４億ドルに達する資金拠出を称賛し、追加の自発的な拠出を奨励する。我々は、



9 

 

新たなドナーに対し、可能な限りパンデミックファンドに参加することを求める。 

 

21. パンデミックＰＰＲのために、財務・保健省間の協力を続けることが不可欠である。我々は、タ

スクフォースのマンデートを延長し、タスクフォースの事務局にタスクフォースの共同議長や次

のＧ２０議長であるインド、Ｇ２０トロイカ、Ｇ２０メンバーと協働し、複数年の計画期間を考

慮して２０２３年のタスクフォースの作業計画に合意することを求める。我々は、世界銀行の支

援を受けつつ、事務局を引き続き所管するＷＨＯに感謝する。２０２３年、タスクフォースは、

引き続きインドネシアとイタリアが共同議長を務め、先進国と新興国の視点を代表し、２０２３

年Ｇ２０議長国のインドの支援を得つつ、ＷＨＯ、国際金融機関、その他の関連機関の専門知識

を引き続き活用する。低所得国の声を拡大するために、我々は、必要に応じ、主要な地域組織に

タスクフォースの会合への参加を呼びかける。我々は、タスクフォースがグローバル・パンデミ

ックＰＰＲアーキテクチャーを補完し続け、グローバル・ヘルス・ガバナンス・システムの重複

や分断がこれ以上生じないことを担保するよう、ＷＨＯと緊密に協力していく。Ｇ２０ローマ首

脳宣言からのマンデートを実現するために、２０２３年にタスクフォースは財務省及び保健省間

の連携体制を引き続き発展させ、パンデミックへの共同対応を発展させるために過去の財務・保

健の連携のベストプラクティスや経験の共有を必要に応じて行う。タスクフォースは、各国固有

の状況を考慮し、資源動員に関する更なる作業の重要性を認識しつつ、新たなパンデミックに対

応する財務と保健の連携に焦点を当て、パンデミックによる経済リスクと脆弱性、及びそれらを

軽減する方法について、よりよく理解するための作業を実施する。我々は、タスクフォースに対

し、２０２３年に財務大臣と保健大臣にその進捗を報告するよう要請する。 

 

22. 我々は、広範な新型コロナウイルスワクチンの接種が国際公共財であることを認識し、安全、負

担可能な、高品質かつ有効なワクチン、治療薬及び診断薬への適時の、公平かつ普遍的なアクセ

スを確保するための取組を推進する。我々は、ＷＴＯ第１２回閣僚会議（ＭＣ１２）においてＷ

ＴＯの新型コロナウイルスパンデミックに対する対応及び将来のパンデミックに対する備えに

関する閣僚宣言及びＴＲＩＰＳ協定に関する閣僚決定が採択されたことを認識し、ＴＲＩＰＳ協

定に関する閣僚決定の日から６か月以内に、新型コロナウイルスの診断薬及び治療薬の生産及び

供給に同決定の範囲を拡張するかについてＷＴＯ加盟国が決定を行うことに留意する。我々は、

ヒトの健康を脅かす可能性のある病原体や薬剤耐性を検出するため、多様なセクターにまたがる

「ワンヘルス・アプローチ」の採用、並びにゲノムサーベイランスを含む世界的なサーベイラン

ス体制の強化にコミットしている。国際保健規則（２００５）の実施に対する我々のコミットメ

ントの一環として病原体のグローバルなサーベイランスを可能とするため、我々は、ＷＨＯと協

力して共通の信頼できるプラットフォーム上で病原体データを適時に共有することを奨励する。

我々は、適用可能な国内法令に整合的な形で病原体の利用から生じる利益を共有することを奨励

する。 
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23. 我々は、世界的な、特に開発途上国におけるワクチン、治療薬及び診断薬へのより良いアクセス

を促進するために、現地及び地域的な保健医療用品の製造能力及び協力を強化し、また持続可能

な世界及び地域における研究開発ネットワークを強化する必要性を認識し、官民パートナーシッ

プ、自発的かつ相互に合意した条件での技術移転及び知見の共有の重要性を強調する。我々は、

技術や技術的知見を自発的かつ相互に合意した条件で共有することを目的とするＷＨＯ ｍＲＮ

Ａワクチン技術移転ハブ及び世界各地域の拠点を支援する。我々は、開発途上国間の協力強化を

含め、ワクチンの共同研究及び共同生産を歓迎する。我々は、円滑な国際的な往来、相互運用性

を促進する、国際保健規則（２００５）の枠組の下での共通の技術標準及び検証法の重要性を認

識し、予防接種の証明を含むデジタルソリューション及び非デジタルソリューションを認識する。

我々は、将来のパンデミックに対する予防と対応を強化する取組の一環としての信頼できるグロ

ーバルデジタルヘルスネットワークの設置に関する国際対話と協力の継続を支持する。そうした

取組は、既存の基準と新型コロナウイルスについてのデジタル証明の成功を活用し、発展させる

べきである。 

 

24. 新型コロナウイルスのパンデミックにより、デジタルエコシステム及びデジタルエコノミーの変

革が加速している。我々は、ＳＤＧｓの達成におけるデジタル・トランスフォーメーションの重

要性を認識している。我々は、負担可能で高品質なデジタル接続がデジタルインクルージョン及

びデジタル・トランスフォーメーションにとって不可欠であり、デジタル経済への信頼及び信用

を高めるためには、強靱で安全・安心なオンライン環境が必要であると認識している。我々は、

デジタル・デバイド、プライバシー、データ保護、知的財産権及びオンラインの安全性に関連す

る課題に対処しつつ、新しい技術の応用を促進し、企業及び起業家を繁栄させ、消費者を保護し

力付ける、 実施可能で、包摂的、開放的、公正な差別的でないデジタル経済を構築するための

政策の重要性を認識する。我々は、偽情報キャンペーン、サイバー脅威、オンラインの不正使用

への対策、及び接続性インフラにおけるセキュリティの確保の重要性を認識する。我々は、信頼

性のある自由なデータ流通を更に可能にし、国境を越えたデータ流通を促進することにコミット

している。我々は、より包摂的で、人間中心で、エンパワーメントをもたらし、かつ持続可能な

デジタル・トランスフォーメーションを進める。我々はまた、開発、経済成長及び社会的福利に

おけるデータの役割を再確認する。 

 

25. 我々は、特に女性、女児及び脆弱な状況にある人々のために、デジタル・トランスフォーメーシ

ョンのポジティブな影響を活かすためのデジタルスキルとデジタルリテラシーの更なる向上の

ための国際協力を促進するとともに、信頼できるスキル及びリテラシー向上のための取組を更に

支持する。我々は、新興技術の活用に長けた労働力に対する需要の高まり、そうした需要に応え

るための教育及び訓練、リスキル並びにスキル向上に留意する。また、我々は、教育への普遍的

アクセスを確保し、学習の回復を加速し、及び生涯学習を促進するため、学習者、教師、学校指

導者その他の教育専門家のデジタルリテラシーのスキルを向上させつつ、高性能かつ安全なイン

フラの促進による連結性の向上、並びによりアクセスしやすく負担可能なリソース及びツールの

提供を目指す。  
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26. 我々は、強靱で持続可能な食料システム及び農業の構築、持続可能で働きがいのある人間らしい

雇用の創出及び能力開発、包摂的な貿易、工業化及び投資の支援、生産性の向上、並びに特に中

小零細企業（ＭＳＭＥｓ）及びスタートアップにとって将来の経済の可能性を開くことにおける

ものを含め、デジタル技術が様々な分野で復興及びエンパワーメントの鍵となることを発見した。

若者、女性、企業、監査機関、議会、科学者、労働者等、全てのステークホルダーを巻き込むこ

とによって、社会のデジタル化に向けた我々の取組から誰一人取り残さないことを確保すること

が不可欠である。 

 

27. 我々は、重要なパフォーマンス指標の当初推計の将来における提供、及び次の段階の作業の優先

順位を示している「２０２２年進捗報告書」を含む、「クロスボーダー決済の改善に向けたＧ２

０ロードマップ」の継続的な実施を支持する。我々は、中央銀行、他の関係当局および決済事業

者に対し、こうしたクロスボーダー決済を改善するための重要なイニシアティブについて、引き

続き協働することを奨励する。我々は、クロスボーダー決済と相互運用性に関する議長国インド

ネシア、国際決済銀行（ＢＩＳ）・決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭＩ）、及びＢＩＳイノベー

ションハブ（ＢＩＳＩＨ）によるＦＥＫＤＩ２０２２での共同ワークショップで示された、決済

システムのインターリンクとアプリケーションプログラミングインターフェースが担う役割に

ついてのＢＩＳ・ＣＰＭＩによる報告書を歓迎する。また、我々は、クロスボーダー送金のため

のＣＢＤＣへのアクセスおよび相互運用性の確保に向けた選択肢についてのＢＩＳ・ＣＰＭＩ、

ＢＩＳイノベーションハブ、ＩＭＦ及び世界銀行による共同報告書を歓迎する。 

 

28. 我々は、「Ｇ２０の２０２０年金融包摂行動計画」に導かれた、「生産性向上と、女性、若者及び

中小零細企業向けの持続可能で包摂性のある経済の育成のための、デジタル化の恩恵を活用する

ためのＧ２０の金融包摂枠組」（ジョグジャカルタ金融包摂枠組）を支持する。デジタル化及び

サステナブル・ファイナンスの発展に対処し、金融包摂及び福祉を支援するため、我々は、更新

された「Ｇ２０/ＯＥＣＤ金融消費者保護ハイレベル原則」を支持し、更新された「Ｇ２０/ＯＥ

ＣＤ中小企業金融に関するハイレベル原則」を歓迎する。 

 

29. 共に回復し、より強く回復するという我々が共有する野心を支援するために、我々は、各国固有

の状況を適切に検討し、よく調節され、よく計画され、よく意思疎通の取られた、持続可能な回

復を支援するための政策にコミットする。我々は、強固で、持続可能で、均衡ある、かつ包摂的

な成長を支援するために、傷跡化する効果の緩和にコミットする。我々は、財政政策の対応にお

いて引き続き機動的かつ柔軟であり、変化する状況に対して必要に応じて調整する用意がある。

最も脆弱なグループの購買力の維持と、エネルギー及び食料価格を含む一次産品価格の上昇の影

響の緩和を支援するための、一時的な的を絞った措置は、高いインフレ圧力を助長しないようよ

く設計されるべきである。我々は、引き続きマクロ政策での協力を強化し、金融の安定性及び長

期的な財政の持続可能性を維持し、下方リスクと負の波及効果を防いでいく。マクロプルーデン

ス政策は、金融環境がタイト化するにつれて上昇するシステミックリスクを防ぐために、警戒し
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続ける必要がある。我々は、今年多くの通貨がボラティリティの増加を伴って大幅に変化したこ

とを認識しつつ、２０２１年４月に財務大臣・中央銀行総裁が行った為替相場のコミットメント

を再確認する。また、我々は、国際協力の重要性を再確認し、Ｇ２０を通じた多国間主義の効果

的なシステムを維持するための、Ｇ２０議長国インドネシアの取組に対し、感謝の意を表する。 

 

30. Ｇ２０の中央銀行は、それぞれのマンデートに沿って、物価の安定を達成することに強くコミッ

トしている。このために、中央銀行は、インフレ圧力がインフレ予想に与える影響を注意深くモ

ニタリングしており、景気回復の確保と各国間への波及効果の抑制に配慮しつつ、インフレ予想

の安定維持を確保するよう、データに依拠し、明確に意思疎通がとられた方法で、引き続き金融

政策の引き締めペースを適切に調整する。中央銀行の独立性は、それらの目標を達成し、金融政

策の信認を支えるために、極めて重要である。 

 

31. 我々はＯＥＣＤ/Ｇ２０の２本の柱の国際課税パッケージの迅速な実施に対してコミットしてい

る。我々は、第１の柱の進捗を歓迎する。また、我々は、共通アプローチとしてのグローバルな

レベルでの一貫性のある実施への道筋をつける、第２の柱のグローバルな税源浸食対抗（Ｇｌｏ

ＢＥ）モデル法制の進捗を歓迎し、ＧｌｏＢＥ実施枠組の完成を期待する。我々は、ＯＥＣＤ/

Ｇ２０「ＢＥＰＳ包摂的枠組」に対して、残された課題を含む、２０２３年前半における多国間

条約の署名等による第１の柱の最終化、及び、第２の柱の租税条約上の最低課税ルール（ＳＴＴ

Ｒ）の実施のための多国間協定の策定を可能とするためのＳＴＴＲの交渉の完了を求める。我々

は、２０２２年７月の「税と開発に関するＧ２０閣僚級シンポジウム」に照らし、税と開発アジ

ェンダの強化に取り組み、我々は、「途上国と国際租税に係るＧ２０/ＯＥＣＤロードマップ」に

留意する。我々は、地域での取組を含む国際的に合意された税の透明性基準の実施における進捗

を支持し、２０２２年７月のアジア・イニシアティブ・バリ宣言への署名を歓迎する。また、我々

は、我々が両方とも自動的情報交換のための国際基準に不可欠な追加要素として認識している、

暗号資産等報告枠組と共通報告基準の改訂を歓迎する。我々は、ＯＥＣＤに対して、タイムライ

ンの見込みを含む、実施パッケージに関する作業を完了することを求め、税の透明性と情報交換

に関するグローバル・フォーラムに対して、そのコミットメントやモニタリング・プロセスに基

づき、関係する法域による両方のパッケージの広範な実施を確保することを勧める。 

 

32. 我々は、持続可能な資本フローの促進及び現地通貨建て資本市場の発展等により、国際金融アー

キテクチャーの長期的な金融面での強靱性を高めるとの我々のコミットメントを再確認する。

我々は、資本フローの自由化と管理に関するＩＭＦの改訂版「機関としての見解」を歓迎すると

ともに、資本フロー管理措置の活用のための国際枠組を、それらの本来の目的に留意しつつ、整

合的に実施することに関する、国際機関との継続的な議論を期待する。我々は、「統合的な政策

枠組」の運用に関するＩＭＦによる更なる進捗に期待し、国際決済銀行（ＢＩＳ）のマクロ金融

安定化フレームワークに関する報告書を歓迎する。我々は、中央銀行デジタル通貨（ＣＢＤＣ）

が、国際通貨金融システムの安定性や完全性を維持しつつ、クロスボーダー決済を円滑化するよ

う、どのように潜在的に設計され得るかについての、継続的な探究を歓迎する。我々は、ＣＢＤ
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Ｃを実装するための最も実践的で実行可能な解決策に関する議論に貢献してきたものとして、Ｂ

ＩＳイノベーションハブとの共同イニシアティブであるＧ２０ＴｅｃｈＳｐｒｉｎｔ２０２２

が成功裡に完了したことを歓迎する。我々は、強固で、クォータを基礎とし、かつ、十分な資金

基盤を有するＩＭＦを中心とした、強固で効果的なグローバル金融セーフティ・ネットを維持す

るとの我々のコミットメントを再確認する。我々は、ＩＭＦのクォータの十分性を再検討するこ

とにコミットしており、２０２３年１２月１５日までに、指針としての新クォータ計算式を含め、

第１６次クォータ一般見直しの下でのＩＭＦガバナンス改革のプロセスを継続する。我々は、Ｉ

ＭＦサーチャージ・ポリシーに関する議論の継続に留意する。 

 

33. 1我々は、すべての脆弱国が共に回復し、より強く回復することを支援することにコミットして

いる。我々は、特別引出権（ＳＤＲ）の自発的な融通あるいは同等の貢献による８１６億ドルに

上るプレッジを歓迎し、最も資金を必要とする国々のために世界合計で１，０００億ドルを自発

的に貢献するという野心を達成するため、全ての意欲ある、貢献可能な国からの更なるプレッジ

を要請する。我々は、適格性を満たす低所得国や小国及び脆弱な中所得国が、パンデミックや気

候変動に起因するものを含むマクロ経済リスクをもたらす長期的な構造課題に対処することを

支援するための、強靱性・持続可能性トラスト（ＲＳＴ）の稼働を歓迎する。我々は、ＲＳＴへ

の自発的な貢献を歓迎し、資金ニーズを満たすための広範な貢献者のプールを確保するため、Ｒ

ＳＴ及び貧困削減・成長トラスト（ＰＲＧＴ）、特にＰＲＧＴについては利子補給金に対する追

加的なプレッジ及び時宜を得た貢献を求める。我々は、国内の法的枠組及びＳＤＲの準備資産と

しての地位を保持する必要性を尊重しつつ、多国間開発金融機関（ＭＤＢｓ）を通じて各国が SDR

を自発的に融通するための実現可能な選択肢を模索することにオープンである。我々は、バラン

スシートの最適化、その他の潜在的な手段を含め、ＭＤＢｓの開発効果を最大化するための方法

を探求する。我々は、早期の検討を歓迎するとともに、ＭＤＢｓが、Ｇ２０による「ＭＤＢｓの

自己資本の十分性に関する枠組の独立レビュー」の勧告を各ＭＤＢｓのガバナンスの枠組の中で

実施するためのオプションについて議論を続け、２０２３年春にアップデートすることを求める。

これは、ＭＤＢｓの長期的な財政的持続可能性、強固な信用格付及び優先的に弁済を受ける地位

を守りつつ、勧告の実施に向けた実現可能なロードマップの継続的開発に情報を提供するもので

ある。我々は、国際復興開発銀行（ＩＢＲＤ）の２０２０年の投票権見直しに係る最終報告書を

確認するとともに、２０２５年の投票権見直しを期待する。このような困難な節目において、我々

は、「債務支払猶予イニシアティブ（ＤＳＳＩ）を越えた債務措置に係る共通枠組」を、予測可

能で、適時に、秩序ある、調整された方法で連携して実施するための取組を強化することへの我々

のコミットメントを再確認する。我々は、これに関して、ザンビアに対する資金保証の提供を含

め、進展を歓迎する。我々は、チャドへの債務措置の妥結を歓迎し、ザンビアに対する、２０２

３年の初頭までの、時宜を得た債務措置の妥結を奨励する。また、我々は、ＩＭＦ支援プログラ

ムの下でのエチオピアに対する債務措置の妥結を奨励する。我々は、いくつかの脆弱な中所得国

の悪化した債務状況を懸念している。この問題は、こうした諸国の債務措置の要請に迅速に対応

                             
1 １つのメンバーが、パラグラフ３３における債務問題について異なる見解を有し、ＭＤＢｓのような多国

間債権者による債務措置の重要性を強調したことに留意。 
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するための、全ての公的・民間の二者間の債権者を含む多国間の協調によって対処し得る。我々

は、民間債権者及び他の公的な二国間債権者が、措置の同等性の原則に沿って公平な負担を確保

するため、債務措置を少なくとも同程度の条件で提供することにコミットすることの重要性を強

調する。我々は、債務の透明性の向上に引き続き取り組むため、民間債権者を含む全ての関係者

による協働の重要性を再確認する。我々は、国際金融協会（ＩＩＦ）/ＯＥＣＤ共同のデータ保

存ポータルに既にデータを提供している民間セクターの貸し手の取組を歓迎し、他の貸し手も自

発的に貢献するよう引き続き奨励する。 

 

34. 我々は、より困難な世界経済・金融の見通しに直面する中において、グローバルな金融システム

の強靱性を強化する必要性を強調し、金融安定理事会（ＦＳＢ）及びＩＭＦに対し、モニタリン

グの取組を継続するよう求める。我々は、政策措置の継続的な協調及び国際基準の実施等を通じ、

グローバルな金融安定を維持することにコミットする。我々は、２０２２年末までに、金融セク

ターにおける出口戦略及び新型コロナウイルスの傷跡化する効果に関するＦＳＢの最終報告書

及びその金融安定上の課題に関する結論がまとまることを歓迎する。我々は、ノンバンク金融仲

介（ＮＢＦＩ）における特定された構造的脆弱性にシステミックな観点から対処することを含め、

特にクロスボーダーな波及効果に対する強靭性を高めるためのグローバルな政策行動を強く支

持する。この目的のため、オープンエンド型ファンドを含む、ＮＢＦＩにおけるシステミックな

リスクに対処するための政策提案を含むＦＳＢのＮＢＦＩ進捗報告書を歓迎する。我々は、バー

ゼル銀行監督委員会（ＢＣＢＳ）、ＢＩＳ決済・市場インフラ委員会（ＣＰＭＩ）及び証券監督

者国際機構（ＩＯＳＣＯ）による証拠金の慣行の見直しに関する報告書を歓迎する。我々は、「Ｇ

２０サステナブル・ファイナンス・ロードマップ」を補完する、気候関連金融リスクに対処する

ための更新されたＦＳＢロードマップの実施を前進させることを支持する。気候関連金融リスク

に効果的に対処するためには、グローバルに一貫性のあるデータを要する。我々は、グローバル

に一貫性のある、比較可能で信頼できる気候関連財務情報開示を支援するための、国際サステナ

ビリティ基準審議会（ＩＳＳＢ）による基準の最終化、及び気候以外の作業に期待し、開示枠組

間の相互運用性の達成のための取組を歓迎する。我々は、グローバルに一貫性のある、比較可能

な気候関連財務情報開示の実現に関するＦＳＢの進捗報告書、及び気候関連リスクへの監督規制

上のアプローチに関する最終報告書を歓迎する。我々は、各法域の気候シナリオ分析に関するＦ

ＳＢ及び気候変動リスク等に係る金融当局ネットワーク（ＮＧＦＳ）による報告書を歓迎する。 

 

35. 我々は、いわゆるステーブルコインを含む暗号資産エコシステムが注意深くモニタリングされ、

金融安定に対する潜在的なリスクを軽減するための強固な規制・監督・監視の対象となることを

確保するための、ＦＳＢ及び国際基準設定主体による進行中の作業を歓迎する。我々は、「同じ

活動・同じリスクには同じ規制を確保する」との原則に基づく、暗号資産活動の規制のための包

括的な国際的枠組を確立するためにＦＳＢが提案したアプローチを歓迎する。我々は、「グロー

バル・ステーブルコイン」の規制・監督・監視に関するハイレベル勧告の見直しに関するＦＳＢ

の市中協議報告書を歓迎する。我々はまた、暗号資産の活動及び市場に対する規制監督上のアプ

ローチの国際的な一貫性の促進に関するＦＳＢの市中協議報告書を歓迎する。イノベーションの
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恩恵を活用しながら、規制の成果を強化し、公平な競争条件を支援するため、リスクに関する公

衆の認識を構築することは極めて重要である。我々は、「金融市場インフラのための原則」をシ

ステム上重要なステーブルコインへ適用することを確認する、ＢＩＳ・ＣＰＭＩ及びＩＯＳＣＯ

による最終ガイダンスを歓迎する。我々は、サイバーインシデント報告における更なる収斂の実

現に関するＦＳＢの協議報告書を歓迎し、最終報告書に期待する。我々は、データギャップイニ

シアティブの第２フェーズ（ＤＧＩ－２）の結果を歓迎し、パートナーと共に特定された残存課

題に引き続き対処する。我々は、参加国との連携の下で、ＩＭＦ、ＦＳＢ、及び経済及び金融統

計に関する当局間グループ（ＩＡＧ）によって準備された、新たなデータギャップイニシアティ

ブ（ＤＧＩ）の作業計画を歓迎する。我々は、ＩＭＦ、ＦＳＢ、ＩＡＧに対し、目標が野心的で

あること、その提供において各国の統計キャパシティと優先順位、各国の状況を考慮する必要が

あることに留意するとともに国際的なレベルでの重複を避けつつ、これらのデータギャップを埋

める作業を開始し、２０２３年後半に進捗を報告することを求める。我々は、第２次報告書及び

進行中の市中協議を含む「Ｇ２０/ＯＥＣＤコーポレート・ガバナンス原則」の見直しに関する

作業の進捗を歓迎し、見直しに関する更なるアップデートを期待する。 

 

36. 我々は、ＷＴＯを中核とする、ルールに基づく、差別的でない、自由、公正で、開かれた、包摂

的、公平、持続可能でかつ透明性のある多角的貿易体制（ＭＴＳ）が、開かれて相互に連結した

世界における包摂的な成長、イノベーション、雇用創出及び持続可能な開発という我々が共有す

る目標を推進するために、また、新型コロナウイルス及びグローバルなサプライチェーンの混乱

により緊張下にある世界経済の強靱性及び回復を支えるために不可欠であることを再確認する。

我々は、ＷＴＯ の改革が多角的貿易体制の信頼を強化する上で重要であることに同意する。我々

は、全ての人々にとって好ましい貿易・投資環境を促進するため、公平な競争条件及び公正な競

争を確保し続ける。我々は、国連「持続可能な開発のための ２０３０アジェンダ」及びＳＤＧ

ｓの推進に対する多角的貿易体制の貢献の重要性に留意する。第１２回ＷＴＯ閣僚会議（ＭＣ１

２）が成功裏に終了したことを称賛し、我々は、ＭＣ１３への道のりにおいて、紛争解決メカニ

ズムの改革を含め、ＷＴＯの全ての機能を改善するためにＷＴＯ改革について積極的、建設的、

現実的かつ集中的に議論することにより、前向きなモメンタムを捉え、前進することにコミット

する。 

 

37. 我々は、サプライチェーンの問題に対処し、貿易の混乱を回避するために、国際貿易・投資に係

る協力を強化することにコミットしている。我々は、貿易と気候・環境政策は相互補完的かつＷ

ＴＯと整合的であるべきであり、また、持続可能な開発の目標に貢献すべきであると考える。ま

た、我々は、デジタル貿易に関する包摂的な国際協力の重要性を認識する。我々は、下流の製造

業、デジタル貿易及びサービスのような生産性の高いセクターへの持続可能かつ包摂的な投資を

通じて付加価値を促進し、外国投資家と現地企業、特に中小零細企業との間の連携を促進するこ

との必要性を認識する。我々は、適切な場合に、より広範なＧ２０のプロセスにおいて、貿易・

投資・産業における政策の一貫性に関する議論を行い、産業に関連する問題に継続して対応する

というインドネシアの議長国としてのイニシアティブに留意する。 
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38. 我々は、持続可能で、包摂的で、アクセス可能で、かつ負担可能な方法でインフラ投資を活性化

することの重要性を認識する。我々は、持続可能なインフラ投資を拡大するため、民間部門の参

加を最大限梃入れするためのＧ２０とグローバル・インフラストラクチャー・ハブ（ＧＩＨ）の

枠組を支持する。これは、自主的で、義務的でなく、各国の状況を考慮しており、公共投資やＭ

ＤＢｓによるファイナンスを含む他の資金源からの投資を補完する。我々は、２０２２年Ｇ２０

インフラ投資家対話の成果文書に留意する。我々は、社会的包摂を増進し、地域格差に対処する

ため、アジア開発銀行（ＡＤＢ）の支援を受けて用意された、地域や都市における包摂的で質の

高いインフラ投資のための資金動員に関するＧ２０－ＯＥＣＤ政策ツールキットを支持する。

我々は、インフラのライフサイクルにおけるジェンダーへの配慮を促進するに当たり、インフラ

への民間セクターの参加におけるジェンダー包摂的なアプローチについての暫定報告書に留意

し、最終報告書に期待する。我々は、インフラに関する長期的な戦略と計画への洞察を提供する

ことで、官民双方がポストコロナの社会変革的なインフラ投資に向かうことを可能にするインフ

ラ・トラッカー２．０を支持する。デジタル・デバイドを縮小するため、我々は、Ｇ２０デジタ

ルインフラのファイナンスに関する課題、実践、イノベーションのケーススタディ集を支持する。

我々は、G20のために作成された、質の高いインフラ投資（ＱＩＩ）指標集と関連のガイダンス

ノートを支持する。これらは自主的で、義務的でなく、各国の状況を考慮している。我々は、Ｑ

ＩＩ指標をいかに適用できるかについての更なる議論を期待している。我々は、ＧＩＨのあり得

べき新しいガバナンスモデルの策定に向けた進捗を歓迎し、可能な限り早期にこのプロセスを導

く原則が最終化されることを求める。 

 

39. 自動化とデジタル技術の台頭は、仕事の世界を作り変え、機会と課題の両方をもたらしている。

この状況に加え、新型コロナウイルスのパンデミックは、多くの国で既に存在していた不平等を

悪化させ、女性、若者、高齢労働者、障害者、移住労働者に引き続き不均衡に影響を与えている。

我々は、現在の傾向が労働市場に及ぼす悪影響を緩和し、自動化とデジタル技術がもたらす機会

に効果的に対応しながら不平等を是正し、ジェンダー平等を促進することが、我々の最優先事項

であり続けることを強調する。我々は、働きがいのある人間らしい仕事の推進と児童労働及び強

制労働の撤廃にコミットしている。 

 

40. 我々は、その移民としての地位にかかわらず、人権及び基本的自由への最大限の尊重を確保する

とともに、国内の政策、法制度及び状況に沿った形で、国際協力の精神に基づき、回復に取り組

む上で、移住労働者を含む移民及び難民の完全な包摂を支援するというコミットメントを再確認

する。また、我々は、人道的な必要性及び避難の根源的な原因に対応しつつ、安全で、秩序ある、

正規の移住に向けた包摂的なアプローチの一環として、非正規移住の流れと移民を密入国させる

ことの防止の重要性を認識する。我々は、出身国、通過国、目的地国の間の協力強化を支持する。

我々は、今後の議長国の下で、移住と強制移送に関する対話を継続する。 
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41. 我々は、より大きな社会正義、働きがいのある人間らしい仕事及び万人のための社会的保護につ

ながる、人間中心、包摂的、公正、持続可能なアプローチにコミットしている。我々は、包摂的

な労働市場を追求するにあたり、障害者、女性及び若者があらゆる部門及びレベルにおいて参画

するための取組を継続する。我々は、コミュニティベースの職業教育及び訓練を通じたものを含

め、人的能力、労働市場及び生産性の持続可能な開発を促進し、起業を通じた雇用創出を進め、

中小零細企業をエンパワーし、インフォーマル・セクターを含む全ての労働者のための労働者保

護を醸成し実行する取組を加速することを決意している。我々は、社会的パートナーの関与の下、

労働市場のニーズに効果的に対応するためのスキル開発へのアプローチを最大化する。我々は、

アンタルヤ・ユース・ゴール、及び、２０３０年までの万人のための普遍的な社会的保護に向け

た進捗を加速する。 

 

42. 我々は、新型コロナウイルスのパンデミックを含む多元的危機並びに財政的余力の欠如及び金融

と技術への不均衡なアクセスが、持続可能な開発のための２０３０アジェンダ及びアディスアベ

バ行動目標の時宜を得た形での実現に向けて重要な課題をもたらしていることを深く懸念して

いる。我々は、より包摂的な多国間主義及び２０３０アジェンダの実施を目指した改革を再活性

化することによって、持続可能な開発のための２０３０アジェンダを実施し、２０３０年までの

ＳＤＧｓの達成を加速させ、開発課題に対処するためにリーダーシップを発揮し、協力して行動

する。 

 

43. この観点から、我々は、野心的かつ具体的な行動を通じて、太平洋・カリブ海における小島嶼開

発途上及び後発開発途上国を含む全ての途上国において、包摂的かつ持続可能な回復を強化し、

強靱性を強化していく。我々はまた、Ｇ２０「アフリカとのコンパクト」や、「アフリカ及び後

発開発途上国の工業化の支援に関するＧ２０イニシアティブ」を含む、アフリカへの継続的な支

援の実施を改めて表明する。我々は、中小零細企業、適応型の社会的保護、グリーンエコノミー

及びブルーエコノミーに焦点を当てる。我々は、互恵的な技術協力を促進し、グッドプラクティ

スを共有するためのパートナーシップの必要性、及び、より強い回復と強靱性のための包摂的で

質の高いインフラ投資の必要性を認識する。我々は、透明性と相互説明責任の重要性に留意しつ

つ、ブレンディッド・ファイナンスを含む革新的資金メカニズムを強化することにより、２０３

０アジェンダの実施に向けた資金ギャップに対処する必要性を強調する。災害に強靱なインフラ

のためのコアリション、グローバル・ブレンディッド・ファイナンス・アライアンスといったイ

ニシアティブに留意し、災害リスク軽減のためのグローバル・プラットフォームを歓迎する。２

０２３年のＳＤＧサミットの成功を期待する。  

 

44. 教育へのアクセスは人権であり、包摂的かつ持続可能な経済の回復にとって重要な手段である。

我々は、「教育変革サミット」の成果を歓迎する。我々は、より強靱で、テクノロジーが可能と

する、アクセスしやすい、効果的な教育制度を再構築するため、特に途上国と連帯し、行動する。

我々は、特に女性と女児に重点を置きながら、教育への障壁を取り除き、教育・学習環境を改善

し、教育のあらゆる段階における移行を支援するため、Ｇ２０内外の関係者を力付ける。また、
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我々は、仕事や、より公平で、包摂的かつ持続可能な社会への有意義な参加、貢献に備える上で、

学習者のウェルビーイングが重要であることを強調する。我々は、持続可能な開発のための教育

（ＥＳＤ）の重要性並びに包摂的で、公平かつ質の高い教育及び訓練を確保するためのＳＤＧ４

へのコミットメントを再確認する。我々は、仕事の性質が変容する中で、あらゆるレベルにおけ

る生涯学習の促進にコミットし、この点に関する連携を奨励する。 

 

45. 我々は、特に健康、気候、食料、エネルギー危機のさなか、様々な分野における持続可能な資源

利用に関する研究及びイノベーションの重要性を認識する。我々は、グリーンエコノミーやブル

ーエコノミーを含む持続可能な開発を支援するため、生物多様性の保全とその活用に関する研

究・イノベーションの協力を歓迎する。また、我々は、研究とイノベーションを促進するための

包摂的な協働を推進するとともに、研究者の国際的な移動を促進する。 

 

46. 我々は、女性及び女児が新型コロナウイルスのパンデミックやその他の危機によって、不均衡に

影響を受け続ける中、包摂的な回復及び持続可能な開発のための取組の中核に、ジェンダー平等

と女性の活躍を位置付けるというコミットメントを再確認する。我々は、Ｇ２０ロードマップ「ブ

リスベン目標に向けて、また、ブリスベン目標を超えて」を実施し、男女間の賃金格差の是正に

焦点を当てつつ有給及び無給の介護・家事労働における不平等な分配に取り組むことを含め、金

融包摂とデジタル技術へのアクセスを促進することにコミットする。我々は、ジェンダーに基づ

く暴力の撤廃、社会・医療・介護・教育サービスの強化及びジェンダーの固定観念の克服に取り

組む。我々は、ＳＴＥＭ（科学、技術、工学及び数学）教育への参加を含む、包摂的で質の高い

教育への女性と女児の平等なアクセス、中小零細企業（ＭＳＭＥｓ）を通じた女性の起業、指導

的地位への女性と女児のアクセスを引き続き促進する。我々は、地方に住む女性や障害を持つ女

性の生活の質を向上させる。我々は、「女性のエンパワーメントと経済代表性向上のための民間

アライアンス（ＥＭＰＯＷＥＲ）」の活動及び同アライアンスのＧ２０への関与を歓迎し、Ｇ２

０女性活躍担当大臣会合を将来開催することを支持する。 

 

47. 我々は、世界の回復における観光の重要な役割を再確認し、より人間を中心とした、包摂的、持

続可能でかつ強靱な観光セクターを再構築するための地域密着型のアプローチを再確認する。

我々は、観光の回復を可能にするためには、安全な国際的移動及び連結性を強化し、ポストコロ

ナの円滑な往来を実現することが極めて重要であることを認識する。更に、我々は、知識基盤の

経済、人の創造性、知的財産権を含むクリエイティブエコノミーは、重要な商業的・文化的価値

を保持しながら、人材開発、デジタル・トランスフォーメーション、イノベーション、官民パー

トナーシップ、自然・文化遺産の持続的保全、革新的資金調達を通じて、観光地域社会及び中小

零細企業の強靱性の向上に寄与することを認識する。 

 

48. 我々は、社会的・経済的利益を超えた固有の価値を有し、持続可能な開発を実現し、推進する手

段としての文化の役割を再確認する。我々は、文化多様性を持続可能な生活の資源として活用す

る政策を整備し、文化・芸術・遺産分野で働く人々の貢献を評価する包摂的で公平な環境をあら
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ゆるレベルで促進することにコミットしている。我々は、該当する場合は、地域社会や先住民も

含む人々の文化遺産を尊重、保護、保存する。我々は、文化経済を強化するために、公的なイン

センティブと民間部門からの持続可能な投資を支持する。我々は、文化遺産を保護するとともに、

関連するユネスコの条約および国内法に従って、文化財の不法な取引と闘い、その正当な所有者

及び原産国への返還を促進する。 

 

49. 我々は、腐敗に対するゼロ・トレランス（非寛容）に向けた我々のコミットメントを新たにする

とともに、法的拘束力のある文書によるものを含む腐敗防止の取組に対する我々の義務とコミッ

トメントを強化し、実施することを通じて、引き続き模範を示す。我々は回復への共同の取組の

重要な部分として、官民双方の透明性と説明責任の重要性を強調する。我々は、あらゆる形態の

腐敗を防止し、対処するために、監査、市民参加及び腐敗防止教育が重要な役割を果たすことを

強調する。我々は、我々のコミットメントを想起し、全ての国に対し、外国の公務員に対するも

のを含む贈賄を犯罪化し、贈賄を効果的に防止、撲滅、探知、捜査、起訴及び制裁することを求

める。我々は、「グローブ・ネットワーク」や腐敗公務員の入国拒否に関するＧ２０専門家ネッ

トワークといった既存のネットワーク及びイニシアティブの任意の活用を含め、組織犯罪に関連

する腐敗及びマネーロンダリングを含む経済犯罪と戦うための国際協力及び法的枠組の強化に

更に取り組む。我々は、国連腐敗防止条約（ＵＮＣＡＣ）第１６条に沿った外国贈収賄の犯罪化

及び外国贈収賄法の執行に向けた我々の行動に関する情報を共有し、適切な場合には、ＯＥＣＤ

外国公務員贈賄防止条約への参加を拡大することを期待する。我々は、国内法に従って、腐敗に

係る犯罪者とその資産に対する安全な避難先を与えないという我々のコミットメントを再確認

する。また、我々は、全てのセクターにおいて腐敗リスクを軽減することが重要であることを認

識する。我々は、清廉性の文化を推進することを含め、学術界、市民社会、メディア、民間部門

といったステークホルダーとの連携を更に強化し、その積極的な参加を促進する。 

 

50. 我々は、国際社会がマネーロンダリング・テロ資金供与・拡散金融と効果的に闘うための取組を

強化する必要性を認識する。我々は、これらの脅威に対応するためのグローバルな行動を主導す

るために、金融活動作業部会（ＦＡＴＦ）とＦＡＴＦ型地域体（ＦＳＲＢｓ）の戦略的優先事項

の実施についてのコミットメントを再確認する。我々は、暗号資産、特に「トラベル・ルール」、

及び実質的支配者の透明性に関する国際基準の実施を促進するためのＦＡＴＦによるイニシア

ティブを歓迎し、経済及び社会に重大な影響を与えるシステム全体に及ぶ腐敗行為及び環境犯罪

との闘いにおける国際基準の役割を認識する。我々は、国内の枠組に沿って、犯罪収益を差押え、

被害者及び国に資金を返還するためのグローバルな取組を強化するためのＦＡＴＦによる進行

中の作業を支持する。我々は、全てのＧ２０メンバーがＦＡＴＦ基準を採用し、効果的に実施す

るために協力を強化することを奨励する。 

 

51. 我々は、Ｇ２０メンバー、招待国、地域及び国際機関による多岐にわたる、各国からの意見や調

整された国際協力の連携をとりまとめたインドネシア議長国の取組を歓迎する。これらは、付属

文書として｢強力で包摂的な回復のためのＧ２０アクション｣に示された。我々は、国際社会が共
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に回復し、また、より強く回復するための取組に、大きなモメンタムと影響をもたらすため、更

なる具体的な行動を求める。 

 

52. 我々は、各種Ｇ２０作業部会及び閣僚会合における成果を歓迎する。我々は、議長国インドネシ

アに対し、 Ｇ２０ への貢献及びＧ２０バリ・サミットを成功裏に主催したこと及びＧ２０プロ

セスへの貢献について感謝する。２０２３年のインド、２０２４年のブラジル、２０２５年の南

アフリカでの再会を楽しみにしている。 

 

我々は、国連及びその専門機関、世界銀行グループ（World Bank Group）、国際通貨基金(ＩＭＦ）、

経済協力開発機構（ＯＥＣＤ）、アジア開発銀行（ＡＤＢ）、東アジア・アセアン経済研究センター

(ＥＲＩＡ)、感染症流行対策イノベーション連合(ＣＥＰＩ)、欧州投資銀行（European Investment 

Bank）、グローバル・グリーン成長研究所（ＧＧＧＩ）、国際民間航空機関（ＩＣＡＯ）、国際エネル

ギー機関 （ＩＥＡ）、国際エネルギーフォーラム（ＩＥＦ） 、国際農業開発基金（ＩＦＡＤ）、国際

労働機関 （ＩＬＯ）、国際再生可能エネルギー機関 (ＩＲＥＮＡ)、国際連合食糧農業機関（ＦＡＯ）、

金融安定理事会（ＦＳＢ）、 Gavi、Global Fund、国際原子力機関（ＩＡＥＡ）、イスラム開発銀行

（Islamic Development Bank）、 国際電気通信連合 （ＩＴＵ）、Medicine Patent Pool、万人のた

めの持続可能なエネルギー（Sustainable Energy for All (SEforAll)）、石油輸出国機構（ＯＰＥ

Ｃ）、世界経済フォーラム （ＷＥＦ）、国連世界食糧計画(ＷＦＰ)、世界保健機関（ＷＨＯ）、世界貿

易機関（ＷＴＯ）、国連砂漠化対処条約 （ＵＮＣＣＤ）事務局、国連貿易開発会議 （ＵＮＣＴＡＤ）、

国連経済社会局 （ＵＮＤＥＳＡ）、 国連開発計画（ＵＮＤＰ）、国連欧州委員会（ＵＮＥＣＥ）、国

連アジア太平洋経済社会委員会 （ＵＮＥＳＣＡＰ）、国連教育科学文化機関 （ＵＮＥＳＣＯ）、国連

気候変動枠組条約 （ＵＮＦＣＣＣ）事務局、国連グローバル・パルス （ＵＮ Global Pulse）、国連

人間居住計画（ＵＮ Habitat）、 国連児童基金 （ＵＮＩＣＥＦ）国連工業開発機関（ＵＮＩＤＯ）、

国連プロジェクト・サービス機関 （UNOPS）、国連女性機関（UN Women）、世界観光機関（ＵＮＷＴ

Ｏ）、Ｇ２０エンゲージメント・グループ（Ｗ２０、Ｌ２０、Ｔ２０、 Ｓ２０、Ｙ２０、ＳＡＩ２０、

Ｐ２０、Ｃ２０，Ｂ２０、Ｕ２０) といった国際的な組織による、貴重な意見及び政策提案に感謝

する。 

 

 

別添 

Ａ．閣僚会合及び作業部会の成果文書（以下略） 

Ｂ．強力で包摂的な回復のためのＧ２０アクション 

 

 

 

（了） 


